
クローズアップ豊岡
で生じたけがなど、災害共済給付の対象とな
る場合は、助成対象外です。

〇�他の公費負担医療の給付を受ける場合は、助
成対象外です。

〇�健康保険適用外の費用（健康診断・予防接種・
入院時の差額ベッド代・食事代など）は、助成
対象外です。
〇�学校（保育所、幼稚園、小・中学校等）管理下

《福祉医療費助成制度》（７月１日から）

制度 対象者 所得制限
平成30年中の所得

一部負担金

区分 自己負
担割合

自己負担
限度額（月額）

高齢期
移行助
成

65〜69歳

世帯員全員が市民税非課
税であり、かつ対象者本
人の年金収入を加えた所
得が80万円以下の方
※１　昭和27年７月１日
生まれ以降の方は下記

Ⅱ ２割
外来 12,000円

入院 35,400円

Ⅰ ２割
外来 8,000円

入院 15,000円

母子家
庭等医
療

18歳（高校等在学中は、20歳）到
達後の最初の３月末日までの母
子（父子）家庭の子とその保護者
または遺児

児童扶養手当が全部支給
（満額支給）される方
低所得者は一部支給基準
内であれば対象

【一般】
外来※２ 800円
入院※４ 3,200円

【低所得】
※５

外来※２ 400円
入院※４ 1,600円

重度障
害者医
療

・身体障害者手帳１・２級の方
・療育手帳Ａ判定の方
・�精神障害者保健福祉手帳１級
の方

本人や扶養義務者等の市
民税所得割の合計額が、
23万５千円未満であるこ
と

【一般】
外来※２ 600円

入院※４ 2,400円

高齢重
度障害
者医療

重度障害者医療の資格要件を満
たす後期高齢者医療制度の被保
険者

【低所得】
※５

外来※２ 400円

入院 1,600円

乳幼児
等医療 小学３年生以下の子ども 扶養義務者の市民税所得

割の合計額が、23万５千
円未満であること
（０歳児は所得制限なし）

──
外来※２ 400円

入院 無料

こども
医療

小学４年生〜中学生（15歳到達
後の最初の３月末日まで） ──

外来※３ ２割負担1,600円
入院 無料

※１　昭和27年７月１日生まれ以降の方は、次のいずれかの要件を満たす方が対象
　　　 【区分Ⅰ】世帯員全員に所得がない方　【区分Ⅱ】上表の所得制限に加えて要介護２以上の方
※２　外来の自己負担限度額は、１医療機関・１薬局ごと（月２回まで）
※３　こども医療の外来の自己負担限度額は、２割負担で、１医療機関・１薬局ごと月1,600円まで
※４　 母子家庭等・重度障害者医療の中学生以下の入院は、医療機関で自己負担限度額を支払後、申請に

より自己負担限度額分を払い戻し
※５　 低所得とは、所得制限基準の判定対象となる方の全員が市民税非課税者で、年金収入を加えた所得

80万円以下の方

６月上旬に書類を郵送しますので必ず期日まで
に提出してください。なお、郵便物が届かない
場合は再発行しますので連絡してください。
▼提出期限　６月28日（金）【郵送可】
▼提出場所　市民課または各振興局市民福祉課
▼�添付書類　健康保険証のコピー（受給者とその
配偶者および受給中の児童の分）

　※�その他、個別に必要書類の提出をお願いす
る場合があります。

《問合せ》市民課☎21-9015

児童手当を振り込みます
　６月期の児童手当（２〜５月分）を６月14日
（金）に指定の金融機関口座へ振り込みます。

児童手当の現況届を提出してください
　現況届とは、児童手当を引き続き受けられる
かどうかを６月１日時点の状況で確認するため
のものです。現況届の提出がなければ、受給資
格があっても６月分以降の手当が受けられなく
なりますので注意してください。該当者には、
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　福祉医療の受給者証を更新

７月１日から新しい受給者証になります

　次の方は、これまで受給者証を交付せず、受
診後に償還払いの申請をしてもらうことで医療
費助成を行ってきましたが、７月１日からは受
給者証を交付します。医療機関等窓口で受給者
証を提示することで、その場で助成が受けられ
ますので、受給者証に記載の一部負担金を支払
ってください（現物給付）。
▼対象
〇�70〜74歳の受給者（後期高齢者医療加入者を除
く）
〇�本市以外の国民健康保険または兵庫県外に本
部を有する国民健康保険組合に加入している方

▼�受診の際は、次の全ての証を提示してくださ
い。証がそろっていない場合は現物給付が受
けられません。

①被保険者証
②高齢受給者証（70〜74歳の方）
③福祉医療受給者証
④�限度額適用認定証または限度額適用・標準負
担額減額認定証（入院などにより医療費が高額
になる場合）

　※�④は、加入する健康保険の保険者が発行し
ます。年齢や自己負担限度額の区分で交付
の必要がない場合もありますので、詳細は
保険者に問い合わせてください。

　転居、転出、世帯構成の異動、修正申告等が
あった場合は、受給資格が変わる可能性があり
ますので、届出が必要です。

〇�兵庫県外の医療機関では受給者証を使用でき
ません。いったん健康保険の自己負担額を医
療機関窓口で支払った後、問合せ窓口に領収
書等を持参し、福祉医療費の支給申請をして
ください。

　福祉医療とは、乳幼児や小・中学生、母子家庭、
障害のある方、一定の要件を満たした高齢者な
どの皆さんの医療保険診療における自己負担分
の一部を、県と市で助成する制度です。
　　　　　《問合せ》市民課☎21-9061　　　　

または各振興局市民福祉課

　有効期間が６月30日（日）までの「福祉医療費受
給者証」（水色）を持ち、引き続き受給資格のあ
る方には、６月下旬に新しい受給者証（黄色）を
郵送します。７月以降は、新しい受給者証を健
康保険証と併せて医療機関などに提示してくだ
さい。
　また、所得制限などにより受給対象とならな
かった方には、非該当の通知を郵送します。
※�２年以上続けて非該当となる方で、送付希望
がない場合は通知書を送付しません。

　次の方は、新たに受給資格を有しますので、
問合せ窓口で申請してください。
▼対象
〇�昨年まで所得制限などで非該当となっていた
が、７月１日から該当する方
〇�その他、受給資格要件を満たしているが、未
申請の方
※�申請手続きには、印鑑、健康保険証等が必要
です。

　平成31年１月２日以降に転入した
方（本人、配偶者、扶養義務者）およ
び市外に住んでいる扶養義務者は、
平成31（令和元）年度所得課税証明書
（平成30年中の所得）の提出が必要です。
※�所得課税証明書は、平成31年１月１日現在で
住所があった市区町村で入手してください。

６ 月下旬に新しい受給者証を郵送します

現 物給付を拡大します

新 たに受給資格を有する方へ

平 成31年1月2日以降に転入した方等へ

自 己負担の注意点

届 出のお願い
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